
該当箇所

前回会議時点の内容

目次

目次のページ番号

年齢別の相談状況

高齢者、若年者の相談件数に関する表及び
グラフ

タイトル部分

「１　消費者の権利の尊重」

ガス用品販売事業者への立入検査等

「…ガス用品について、販売事業者への立入
検査によっ技術基準適合マークの表示を確
認し…」

不招請勧誘への対策

「悪質訪問販売お断りシールや啓発チラシの
配布等によって…」

前回会議前回会議前回会議前回会議からのからのからのからの修正点修正点修正点修正点についてについてについてについて

ページ 修正後の内容

○以下のように修正。
「１　消費者の権利の尊重～～～～消費生活消費生活消費生活消費生活のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保
～～～～」

（修正理由）
3ページに記載の「8つの消費者の権利」と区別するため。
（同様の表記が、目次、10ページ、12ページにもあるため、修
正。）
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6～7

○高齢者、若年者の相談件数に関する表及びグラフについ
て、高齢者、若年者に分けて記載。また、販売方法等の表を
追加。

○以下のように修正。
「訪問販売訪問販売訪問販売訪問販売・・・・悪質訪問販売お断りシールや啓発チラシの配布
等によって…」

（修正理由）
消費者が望まない勧誘を広く含むようにするため。

1

○目次のページ番号の誤りを修正。
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○以下のように修正。
「…ガス用品について、販売事業者への立入検査によってててて技
術基準適合マークの表示を確認し…」

（修正理由）
脱字を修正。
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資料３

(1)　消費者啓発の推進

「…さまざまな手法で情報提供を行い、また、
消費者の年齢、知識、経験、財産の状況等
に配慮した啓発活動等を推進します。」

出前講座の実施

「…消費者被害を未然防止するため、出前講
座を実施し、若年者や高齢者を重点的に啓
発します。」

啓発資料の充実等

「高齢者、障害者、若年者向けの啓発チラシ
や冊子…」
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○以下のように修正。
「…さまざまな手法で情報提供を行い、、、、庁内関係各課庁内関係各課庁内関係各課庁内関係各課のののの連携連携連携連携
体制体制体制体制をををを強化強化強化強化してしてしてして、消費者の年齢、知識、経験、財産の状況等
に配慮した啓発活動等を推進します。またまたまたまた、、、、大量生産大量生産大量生産大量生産・・・・大量大量大量大量
消費消費消費消費・・・・大量廃棄大量廃棄大量廃棄大量廃棄というというというという２０２０２０２０世紀型社会経済世紀型社会経済世紀型社会経済世紀型社会経済システムがもたらしシステムがもたらしシステムがもたらしシステムがもたらし
たたたた地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題のののの解決解決解決解決のためにはのためにはのためにはのためには、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの転換転換転換転換がががが
必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには消費者一人消費者一人消費者一人消費者一人ひとりがライフスタイルひとりがライフスタイルひとりがライフスタイルひとりがライフスタイル
をををを見直見直見直見直しししし、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした行動行動行動行動をとることがをとることがをとることがをとることが不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。そのそのそのその
ためためためため、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの取組取組取組取組にににに関関関関するするするする教育教育教育教育やややや普及啓発等普及啓発等普及啓発等普及啓発等をををを推進推進推進推進しましましましま
すすすす。。。。」

（修正理由）
啓発活動に庁内で連携して取り組むことを明らかにするため。
また、「環境に配慮した活動の推進」が「消費者啓発の推進」
に含まれることを説明するため。

消費者が望まない勧誘を広く含むようにするため。
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○以下のように修正。
「庁内関係各課庁内関係各課庁内関係各課庁内関係各課とととと連携連携連携連携しししし、、、、高齢者、障害者、若年者向けの啓
発チラシや冊子…」

（修正理由）
高齢者、障害者、若年者等に対する啓発に、庁内で連携して
取り組むことを明らかにするため。

24

○以下のように修正。
「…消費者被害を未然防止するため、大学大学大学大学やややや地域地域地域地域のののの集集集集まりなまりなまりなまりな
どにおいてどにおいてどにおいてどにおいて出前講座を実施し、若年者や高齢者を重点的に啓
発します。」

（修正理由）
大学等に対して出前講座を実施することを明記するため。

資料３



該当箇所

前回会議時点の内容
ページ 修正後の内容

教員に対する研修会の開催

「小小小小・・・・中中中中学校における消費者教育を充実させ
るため、小学校家庭科小学校家庭科小学校家庭科小学校家庭科、、、、中学校技術中学校技術中学校技術中学校技術・・・・家庭科家庭科家庭科家庭科
担当担当担当担当教員を対象に研修会を開催します。」

専門相談員による助言、あっせん

「…専門相談員による助言やあっせんを行
い、迅速かつ的確な解決を図ります。」

訴訟資金の貸付け等

「…被害を受けた消費者が、当該事業者との
訴訟を提起する場合で、…」

第4章　計画の実効性の確保

「計画の推進体制の整備」及び「計画の検
証・評価・改善、実施状況の公表」の記載内
容

2　計画の検証・評価・改善、実施状況の公表

33～34

○それぞれに図を追加。
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○以下のように修正。
「…被害を受けた消費者が、当該事業者との訴訟を提起またまたまたまた
はははは応訴応訴応訴応訴する場合で、」

（修正理由）
消費者が提訴する場合だけでなく、提訴される場合も含むよう
にするため。

○以下のように修正
「…毎年度、各施策の進捗状況等をまとめ、消費生活審議会
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○以下のように修正。
「…専門相談員による助言やあっせんを行い、、、、またまたまたまた、、、、必要必要必要必要にににに応応応応
じてじてじてじて関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等ともともともとも連携連携連携連携しししし、迅速かつ的確な解決を図りま
す。」

（修正理由）
相談事案の解決のため、商品テストの依頼など関係機関と連
携して取り組むことを明らかにするため。
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○以下のように修正。
「学校における消費者教育を充実させるため、教員を対象に
研修会を開催します。」

（修正理由）
小学校家庭科、中学校技術・家庭科担当教員に対象を限定し
ないため。

2　計画の検証・評価・改善、実施状況の公表

「…毎年度、各施策の進捗状況等をまとめ、
消費生活審議会に報告し、検証・評価を行い
ます。…」

市民にとって理解しにくい語句
全体

○理解しにくい語句に注釈を付ける。
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「…毎年度、各施策の進捗状況等をまとめ、消費生活審議会
に報告し、またまたまたまた、、、、市民市民市民市民のののの消費生活消費生活消費生活消費生活にににに関関関関するするするする意識調査等意識調査等意識調査等意識調査等をををを適宜適宜適宜適宜
行行行行いいいい、、、、そのそのそのその調査結果調査結果調査結果調査結果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて検証・評価を行います。…」

（修正理由）
検証・評価を行うに当たって、市民の意識調査の結果等も踏ま
えて行うことを明記するため。


